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〈Q〉出願済みの特許出願の内

　　容を補正したいのですが。

〈A〉具体的な補正の対象によ

　　り、時期的制限、内容的制

　　限が課せられることに注意

　　しましょう。

　　　許出願の際には、出願人や発

　　　明者等の情報を含む願書、特

許を受けようとする発明に関する情

報を含む明細書、特許請求の範囲、

図面、及び要約書などの書面を提出

します。

　これらの書面の記載内容について

は、当然ながら、出願の時点から十

分なものになるように細心の注意を

払って準備する訳ですが、誤記や内

容の間違いなどはどうしても出てく

るものです。また、例えば明細書、

特許請求の範囲などの記載について

は、出願後に特許取得の方針、製品

戦略が変更になるなどの理由で、そ

の内容に手を加えることが必要とな

る場合もあります。

　そのような場合、特許出願に係る

各書面については、その補正を行う

ことが許容されています。ただし、

どの書面を対象として、どのような

補正を行うかによって、補正の可否

について制限が課せられていること

に注意が必要です。

　　　ず、明細書、特許請求の範囲、

　　　図面以外の書面、例えば願書、

請求書、申請書等については、出願

が特許庁に係属中であれば、いつで

も補正を行うことが可能です。また、

要約書については、出願公開の請求

がされた後を除き、出願日から１年

３月まで補正することができます。

　一方、明細書、特許請求の範囲、

図面に対して補正を行う場合。この

場合には、明細書等の補正が、特許

を受けようとする発明の内容、ある

いは特許庁における特許審査の過程

等に直接的に影響を及ぼすものであ

るため、補正の時期的制限、内容的

制限の規定が設けられています。

　このような明細書等の補正は、出

願後の補正を一切許容しないのは出

願人に酷であり、また、拒絶理由を

解消して権利化を目指すための機会

を与える必要があるなどの理由で認

められているものです。一方で、明

細書等の補正の自由度が大きすぎる

と、先願主義の実効性が得られず、

また、迅速な特許審査、権利付与、

出願間の公平性等を確保することが

できなくなります。このため、特許

法第１７条の２において、明細書等

の補正の許容範囲を制限する規定が

設けられています。

　　　細書、特許請求の範囲又は図

　　　面に対する補正の時期的制限

については、第１７条の２第１項に

規定されています。この規定では、

（１）第１回目の拒絶理由通知（第

５０条）を受けるまで、または、拒絶

理由通知がなく特許された場合には、

特許査定の謄本の送達前まで、（２）

拒絶理由通知に対する応答期間内、

（３）拒絶理由通知を受けた後の文

献公知発明に係る情報の記載につい

ての通知（第４８条の７）に対する応答

期間内、及び （４）拒絶査定不服審

判を請求する場合において審判の請

求と同時、の各時期、期間において、

明細書等の補正が許容されています。

　上記した時期（１）～（４）のうちで、

（１）については、例えば審査請求時

において、明細書等における記載内

容の見直し、あるいは権利化の方針

の見直しを行い、その結果に応じて、

特許請求の範囲、明細書の修正、変

更、誤記の修正などの補正を行うこ

とが考えられます。また､（２）～（４）

については、拒絶理由通知等にて指

摘された拒絶理由を解消するための

補正、その他、その時点で必要な補

正を行うことが考えられます。

　　　方、明細書等の補正の内容的

　　　制限については、第１７条の

２第３項において、明細書、特許請

求の範囲又は図面の補正における新

規事項追加の禁止が規定されていま

す。

　また、拒絶理由通知を受けた後に

特許請求の範囲に対して行う補正に

ついては、さらに、第１７条の２第

４項、第５項の規定によって、その

補正の内容、目的が制限されていま

す。これらの明細書等の補正の内容

的制限については、次回以降、さら

に具体的に説明します。
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